
 

<< 第 1回 実行委員会報告 >> 

 6月 3日（木） 午前 9時 30 分～ ＰＴＡ室にて 

<< ＰＴＡ会長挨拶 >> 

昨年度に引き続き会長を務めさせていただきます齊藤と申します。  

専門部事前アンケートのご協力ありがとうございました。無事に役員を選出することができ各専門部での活動が

スタートしております。例年通りの活動は行うことができませんが、各専門部と本部で連携を取りながらできる

ことをできる範囲で活動していきたいと思います。 

定期総会書面決議のご協力をいただき誠にありがとうございました。 

コロナ禍ではありますが、子ども達が楽しく安全に学校生活を送れるように一年間本部役員一同、各専門部役員

の皆様と協力して活動していきたいと思いますので今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

<< 校長先生挨拶 >> 

４月に着任しました校長の清水敏夫です。早いもので、もう２か月も経ってしまいました。保護者・地域の皆様

のご協力とご理解により、旭小学校という大きな列車が軌道に乗って進むことができています。子ども達は、いず

れの学年も落ち着いた雰囲気で授業に取り組んでいます。本当にありがとうございます。本来ですと、１９日（土）

の授業参観で様子を見ていただくところでありましたが、「まん延防止等重点措置」延長のため、運動会同様、中止

となってしまったことは残念です。  

さて、６月はじっくりと学習に取り組む月です。児童一人一人が１学期の学習課題を習得し、水泳指導が中止と

なってしまった分も含めて、より実り多きものとなるよう教職員一同努力して参ります。 ご家庭でも、感染防止に

十分に注意しながら、ご協力お願いいたします。 

≪ 令和２年度表彰者 ≫ 

■ 特別表彰（敬称略） 

山田 殖保・福島 嘉代子・関 福二 (旭小学校交通安全推進隊)  

■ ＰＴＡ役員表彰（敬称略） 

齊藤 佳代・小口 明日香・土屋 可奈子・石井 もえ子・森田 由紀子・東 克美・樋口 和美・徳山 希実・ 

志村 友香・鈴木 美代子・東福寺 エミ（教頭・学校会計）・梅野 智（教務主任・学校書記） 

～～ 皆様のご協力、本当にありがとうございました。～～ 

■ 新年度 実行委員紹介 (敬称略)  ■ 

厚生部 部 長 柳楽 聖 校外部 部 長 北舘 早織 補導委員 仲田 未来 

 副部長 濱野 純子  副部長 関口 あすか   

広報部 部 長 坂本 明香 環境部 部 長 矢口 智子   

 副部長 大橋 朋子  副部長 川崎 雅美   

 

 

 令 和 ３ 年 ６ 月 １ ６ 日 

柏 市 立 旭 小 学 校 

校 長  清 水 敏 夫 

NO.1 ＰＴＡ会長  齊 藤 佳 代 

名札の販売は、事務室でしております。 １年生用…１００円  ２～６年生用…１３０円 

今年度は、このメンバーで楽しく活動し

ていきたいと思います。 

一年間、どうぞよろしくお願いします。 



 

<< 学校行事予定 >> 

6 月 11 日 １年生防犯教室 7 月 5 日～7日 進度調整日 

 15 日 県民の日（休業日）  16 日 給食終了 

 22 日～23日 おはようウィーク  20 日 第１学期終業式 

 25 日 3 年生ステップアップ学習会  26 日～29日 個人面談 

 

 

<< 活動予定 >> 

【本部】 【校外】 

6 月 1 日 みんなの子育て広場 6 月 初旬 登校指導ボランティア募集の手紙回収 

 3 日 役員会   こども 110内容詳細の手紙とステッカー配布 

22～23日 豊四季青少協おはようウィーク  16 日 第 1回部会 

 30 日 青少協役員会 22～23日 おはようウィーク参加 

【厚生】  6 月下旬 

もしくは 7月 

登校、下校指導開始 

6 月 3 日 第 1回部会（ベルマーク活動）  

7 月 1 日 第 2回部会 【環境】  

【広報】 6 月 1 日 第 1回部会  

6 月 7 日 第１回部会  11 日 側溝掃除（環境部員のみ） 

6 月 中 取材撮影予定 7 月 7 日 第 2回部会 

7 月 中旬 第 178号あさひ発行予定    

 

<< 審議事項 >> 

◆ 旭小まつり中止 

◆ 今年度写真展の中止 

 

 

 

 

《 第２回 実行委員会 ７月１日（木）９時３０分～ ＰＴＡ室にて 》 

※事前提出表締め切りは ６月２４日(木)です。 

豊四季地区青少協主催 『おはようウィーク』 のお知らせ 

６月２２日(火)～２３日(水)７：２０～８：１０の間です。 

ＰＴＡ団体総合補償制度のご案内 

 

旭小では今年度も「ＰＴＡ団体総合補償制度」に加入しております。本制度の概略は以下のとおりです。 

 

１．ＰＴＡが主催・共催する行事中にＰＴＡ会員と児童生徒が被ったケガを補償します。 

２．ＰＴＡが主催・共催するＰＴＡ活動において、第三者賠償やＰＴＡが借用したものを壊した場合の賠償も補償されます。 

３．ＰＴＡ活動中のバザーで提供した飲食物により食中毒が発生した場合の賠償も補償されます。 

 

保険金の請求手続きが必要な場合は、学校にお知らせください。 


